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公立高校の臨時休業基準における 自然災害への対応
一地震 ・ 津波 ・ 噴火に焦点 をあ てて 一 
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本稿の目的は, 公立高校の臨時休業基準における自然災害への対応, と り わけ地震 ・ 津波 ・ 噴火に焦点をあてて検討す

るこ とである。 全国の全日制公立高校におけ る臨時休業基準を調査した結果, 第一 に, 臨時休業基準の対象とする警報及

び特別警報と し て, 緊急地震速報 (震度 5 弱以上) 2 割程度, 緊急地震速報 (震度 6 弱以上) 1 割程度, 津波警報及び大

津波警報はそれぞれ 1 割程度, 噴火警報 (火口周辺) 及び噴火警報 (居住地域) はそれぞれ 1 割未満にと どま っ ている状

況であった。 第二に, こ れらの警報及び特別警報の対象地と し て, 「学校所在地」 は 4 割程度, 「生徒居住地」 は 3 割程度, 

「通学途上地」 2 割程度と いう 状況であっ た。 以上の結果から , 各学校の設定す る臨時休業基準におけ る地震 ・ 津波 ・ 噴

火の自然災害からの生徒の安全確保に関す る課題の存在 を指摘す るこ とができ , 改善に向けた各学校の対応が求めら れよ

う o 

キーワー ド : 臨時休業, 自然災害, 危機管理, 学校安全, 公立高校

I は じ めに

日本は地震多発国であり , 今後30年以内に南海 ト ラ フ

巨大地震が70%程度の確率で発生するこ と が指摘 さ れて

い る (')。 また, 2011年の東日本大震災によ る甚大な被

害 を目の当 たり に し て , 地震や津波への防災や減災の必

要性がこ れまで以上に社会全体で共有 さ れるよ う にな っ

てき た。

『学校防災のための参考資料 「生き る力」 を育む防災

教育の展開』 (文科省) においては, 「東日本大震災 (東
北地方太平洋沖地震の発生によ る災害) が学校現場に与

えた衝撃は大き く , 我が国において, 改めて学校防災の

在り 方 を考え直す機会と な っ てい る」 (2) と 述べ ら れて

いる。 そ し て, 「学校及び周辺で起こ り う る様々な災害

について, 様々な場面 ・ 状況 (授業中, 休態時間や放課

後, 登下校中, 校外学習中, 休日の課外活動中等) にお

け る児童生徒等の安全確保, 防火 ・ 防災体制」 ( 3) を整

え るこ と の重要性が指摘 さ れてい る。

ま た, 『学校防災マ ニ ュ アル (地震 ・ 津波災害) 作成

の手引き』 (文科省) においては, 地震や津波災害に対

する防災体制の一層の充実が求めら れている。 そこ では, 
「事前の危機管理 (備える) 」 , 「発生時の危機管理 (命を

守る)」 , 「事後の危機管理 (立て直す)」 のいずれの段階

において も , 登下校時の生徒の安全確保に関する項目が

示 さ れてい るよ う に (4), 自然災害への対策が課題 と な っ

てい る o

さ らに, 2018年 3 月に大幅に改訂 さ れた 『学校の危機

管理マ ニ ュ アル作成の手引』 (文科省) には, 地震 ・ 津

波の発生に対 し て 「学校の立地す る環境や, 学校規模, 
通学する児童生徒等の年齢や通学方法な ど各学校によ つ

* 兵庫県立視覚特別支援学校

* * 兵庫教育大学大学院教育実践高度化専攻学校経営 コース 准教授

て状況は様 」々 (5) で あ る こ と が指摘 さ れて お り , こ の

点 も考慮す る必要があ る。

一方, 学校教育法施行規則第6条においては, 「非常変

災その他急追の事情がある と きは, 校長は, 臨時に授業

を行わないこ と ができ る。 こ の場合において, 公立小学

校についてはこの旨を当該学校を設置する地方公共団体

の教育委員会に報告 し なけ ればな ら ない。」 と 規定 さ れ

てい る o

こ の規定は高校にも準用 さ れており , 各学校は気象現

象に関す る警報に加え て, 地震 ・ 津波 ・ 噴火に関す る警

報が発表さ れた場合, 生徒の安全 を守 るために臨時休業

の措置を取 るこ と ができ る。 こ れは, 各校長の裁量権の

範囲に含まれ, 臨時休業基準も各学校によ る設定と なる。 

そのため, 各学校で設定 し てい る臨時休業基準の生徒に

対する安全確保の機能に関し て, 外部の専門的視点 を取

り入れた調査 ・ 検討が求められよう 。

また, 近年は公立高校の統廃合が進むと と も に学区再

編が行われ, 通学区域が拡大 し てい る傾向にある。 既述

し た 『学校防災マニュアル (地震 ・ 津波災害) 作成の手

引き』 にも 「国 ・ 私立学校や高等学校, 特別支援学校な

ど通学範囲が広い場合」 (6) に関す る言及が な さ れてい

る。 こ の点から も , 学区が広域化する高校の通学途上に

おける生徒の安全確保に関わって, 臨時休業基準の調査 ・ 

検討が求めら れる。

臨時休業に関する先行研究と し て, イ ンフルエ ンザを

は じ め と す る感染症に つい て調査 ・ 検討 し た荒井 ら

(2007) (7) , 教育法規の範疇で 臨時休業 を扱 っ た菱村

(2007) (8) , 臨時休業に対応 し た授業時数の確保に関す

る寺崎 (2010) (9) 等があげ ら れる も のの, 警報発表時
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の臨時休業基準を扱う 内容ではない。

水害を受けた保育所の対応の調査研究を行った室崎ら

(1994) ('°) が, 気象警報に関 し て論及 し てい る も のの, 
警報発表時の臨時休業基準を直接的に扱 ったものではな

い。 また, 當山ら (2017) ('') が気象警報発表時の臨時

休業基準の考察 を行 っ てい る ものの, 兵庫県内と いう 限

ら れた範囲の調査研究にと どま っ ていると と も に, 地震 ・ 

津波 ・ 噴火に関する警報には論及し ていない。

他方, 緊急地震速報に関し ては, 企業を対象とする調

査から緊急地震速報の活用を分析した高橋ら (2015) ('2)
, 

津波警報に関し ては, 大津波警報発表時の和歌山県の避

難行動 を現地調査 し た小笠原ら (2013) ('3), 噴火警報に

関し ては, 火山現象の理解と火山噴火予知について検討

し た石原 (2011) ('4) 等 が あ げ ら れ る 。 ま た , 本 間

(2017) ('5) は, 警報等の災害情報に対する住民の対応行

動 を調査 し てい る。 し かし ながら , いずれにおい て も学

校の臨時休業に関する論及は管見の限り 確認できなかっ

た。

本稿は以上を踏まえ, 全国の全日制公立高校を対象と

した臨時休業基準の実態調査から, 臨時休業基準の地震 ・ 

津波 ・ 噴火に関する警報への対応について検討するこ と

と す る。 

II 方法
1 調査時期

2017年 8 月に調査を行った。

2 調査方法

自記式質問紙によ る郵送調査 を行 っ た。

3 調査項目

(1) 学校名等についての項目

学校名, 所在する都道府県名等の項目を設定し た。

(2) 臨時休業基準の設定 ・ 更新 ・ 公表についての項目

臨時休業基準の設定の方法, 対象時期, 更新頻度, 最

終更新日 , ホームページでの掲載の有無, 紙媒体での配

布の有無等の項目を設定した。

(3) 臨時休業基準の対象と する気象現象に関する警報

及び特別警報についての項目

臨時休業基準の対象と する気象現象に関する警報及び

特別警報の種類や対象地等の項目を設定 した。

(4) 臨時休業基準の対象と する地震 ・ 津波 ・ 噴火に関

する警報及び特別警報についての項目

臨時休業基準の対象と する地震 ・ 津波 ・ 噴火に関する

警報及び特別警報の種類や対象地等の項目を設定 した。

(5) 臨時休業の判断, 対応措置についての項目

臨時休業の判断時間, 対応措置等の項目を設定した。 

(6) 臨時休業基準の運用上の課題についての項目

臨時休業基準の運用上の課題に関する自由記述を設定

した。

4 調査対象

全国の全日制公立高校の中から, 各都道府県10校 (計
470校) を抽出した。

5 回収状況

全体の53.0% (249校) から回答 を得た。 回答校の集

計を表 1 に示す。 気象庁の地方季節予報で用いる予報区

分を参考に 7 つに区分 し て集計を行っ た。 その結果, 地

方別の回収率は, 中国地方77.5% (31校) が最も高く , 
北陸 ・ 東海地方45.0% (36校) が最も低い結果と なった。 

m 結果と考察

1 地震 ・ 津波 ・ 噴火に関する警報及び特別警報

地震 ・ 津波 ・ 噴火に関する警報及び特別警報について, 
気象庁が発表する , 緊急地震速報 (震度 5 弱以上) , 緊

急地震速報 (震度 6 弱以上) , 津波警報, 大津波警報, 
噴火警報 (火口周辺) , 噴火警報 (居住地域) の項目を

設定し , 臨時休業基準の対象を全て選択する形式と した。 

表 1 地方別の回収状況

地方 都道府県 調査校 回答校 回収率

北海道 ・ 東北地方 j 海書城東
森 ,

島「
県, 岩手県, 山形 70校 36校 51. 4% 

- 東京都, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 茨城 。関東甲信地方 目 目 目 目 利 目 90校 41校 45. 6%
県, 千葉県, 神フr、川県, 長野県, 山 県

北陸 ・ 東海地方 
潟

阜重山
重

川器'
岡「

県' 愛知 80校 36校 45. 0%
、, 、, - 、, 日 、

近畿地方 ノ 都

歌 「
, 兵庫県, 奈良県, 滋賀 60校 36校 60.o%

、, ・ 、

中国地方 鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県 40校 31校 77. 5% 

四国地方 香川県, 愛媛県, 徳島県, 高知県 40校 20校 50. 0% 

、 . 山口県, 福岡県, 大分県, 佐賀県, 長崎 。
九 州 ・ 沖 縄 地 方 .会ヒ, 、、 ., 90校 49校 54. 4%

県, 目、本県, 呂崎県, 鹿児島県, 沖組県

計 470校 249校 53. 0% 
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(1 ) 全体の傾向

表 2 に示すと おり , 全体では, 緊急地震速報 (震度 5 
弱以上) 19.7% (49校) , 緊急地震速報 (震度 6 弱以上) 
13.7% (34校) , 津波警報14.5% (36校) , 大津波警報11.2 
% (28校) , 噴火警報 (火口周辺) 1.2% ( 3 校) , 噴火

警報 (居住地域) 3.6% ( 9 校) と なった。

緊急地震速報 (震度 6 弱以上) 及び大津波警報は, 緊

急地震速報 (震度 5 弱以上) 及び津波警報に比べて高い

警戒レベルであ るに もかかわらず, 臨時休業基準の対象

と し て, 十分に捕捉でき ていない実態にあるこ と が明ら

かと な っ た。

(2) 各警報及び特別警報の傾向

①緊急地震速報 (震度 5 弱以上)
緊急地震速報 (震度 5 弱以上) の発表基準は, 地震波

が 2 点以上の地震観測点で観測 さ れ, 最大震度が 5 弱以

上と予想 さ れた場合である ('6)。

緊急地震速報 (震度 5 弱以上) を設定し ている学校は, 
北海道 ・ 東北地方36.1% (13校) , 関東甲信地方26.8% 
(11校) , 北陸 ・ 束海地方25.0% ( 9 校) , 近畿地方8.3% 
( 3 校) , 中国地方6.5% ( 2校) , 四国地方10.0% ( 2校) , 
九州 ・ 沖縄地方18.4% ( 9 校) と なった。

②緊急地震速報 (震度 6 弱以上)
緊急地震速報 (警報) のう ち, 震度 6 弱以上の場合は, 

特別警報 (地震動特別警報) ' ) に位置付け ら れてい る。

緊急地震速報 (震度 6 弱以上) を設定し ている学校は, 
北海道 ・ 東北地方22.2% ( 8 校) , 関東甲信地方17.1% 
( 7 校) , 北陸 ・ 東海地方16.7% ( 6 校) , 近畿地方2.8% 
( 1校) , 中国地方3.2% ( 1校) , 四国地方10.0% ( 2校) , 
九州 ・ 沖縄地方18.4% ( 9 校) と なった。 
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③津波警報

津波警報の発表基準は, 予想 さ れる津波の高さが 1 m 
を超え , 3 m 以下の場合である('7)。

津波警報 を設定 し てい る学校は, 北海道 ・ 東北地方

16.7% ( 6 校) , 関束甲信地方4.9% ( 2 校) , 北陸 ・ 束海

地方19.4% ( 7 校) , 近畿地方13.9% ( 5 校) , 中国地方

6.5% ( 2 校) , 四国地方25.0% ( 5 校) , 九州 ・ 沖縄地方

18.4% ( 9 校) となった。

④大津波警報

大津波警報は特別警報に位置付け ら れており , その発

表基準は, 予想 さ れる津波の高 さ が 3 m を超え る場合

で あ る (18) 0

大津波警報を設定 し てい る学校は, 北海道 ・ 東北地方

19.4% ( 7 校) , 関東甲信地方2.4% ( 1 校) , 北陸 ・ 束海

地方16.7% ( 6 校) , 近畿地方5.6% ( 2 校) , 中国地方3.2 
% ( 1 校) , 四国地方25.0% ( 5 校) , 九州 ・ 沖縄地方

12.2% ( 6 校) となった。

⑤噴火警報 (火口周辺)
気象庁は, 噴火災害軽減のため, 全国111の活火山を

対象と して, 観測 ・ 監視 ・ 評価の結果に基づき噴火警報 ・ 

予報を発表し てい る。 その一つである噴火警報 (火口周

辺) の発表基準は, 火口周辺や居住地域の近 く まで重大

な影響 を及ぼす噴火が発生あ るいは発生す ると予想 さ れ

る火山活動である ('9)。

噴火警報 (火口周辺) を設定している学校は, 北海道 ・ 

束北地方2.8% ( 1 校) , 関東甲信地方2.4% ( 1 校) , 北

陸 ・ 東海地方0.0% (0校) , 近畿地方0.0% ( 0 校) , 中国

地方0.0% ( 0 校) , 四国地方0.0% ( 0 校) , 九州 ・ 沖縄

地方2.0% ( 1 校) と なった。 

表 2 臨時休業基準における警報及び特別警報の設定状況

地方 緊急地震 緊急地震 津波 大津波 噴火警報 噴火警報
(回答校) 速報 (5弱) 速報 (6弱) 警報 警報 (火口周辺) (居住地域) 

北海道 ・ 束北地方 36. 1% 22. 2% 16. 7% 19. 4% 2. 8% 2. 8%
(36校) 13校 8校 6校 7校 1校 1校

関東甲信地方 26. 8% 17. 1% 4. 9% 2. 4% 2. 4% 7. 3%
(41校) 11校 7校 2校 1校 1校 3校

北陸 ・ 東海地方 25. 0% 16. 7% 19. 4% 16. 7% 0. 0% 0. 0%
(36校) 9校 6校 7校 6校 0校 0校

近畿地方 8. 3% 2. 8% 13. 9% 5. 6% 0. 0% 0. 0%
(36校) 3校 1校 5校 2校 0校 0校

中国地方 6. 5% 3. 2% 6. 5% 3. 2% 0. 0% 0. 0%
(31校) 2校 1校 2校 1校 0校 0校

四国地方 10. 0% 10. 0% 25. 0% 25. 0% 0. 0% 0. 0%
(20校) 2校 2校 5校 5校 0校 0校

九州 ・ 沖縄地方 18. 4% 18. 4% 18. 4% 12. 2% 2. 0% 10. 2%
(49校) 9校 9校 9校 6校 1校 5校

割合

計

19. 7% 13. 7% 14. 5% 11. 2% 1. 2% 3. 6% 
49校 34校 36校 28校 3校 9校
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⑥噴火警報 (居住地域)
噴火警報 (居住地域) は特別警報に位置付け ら れてお

り , その発表基準は, 居住地域に重大な被害を及ぼす噴

火が発生あ るいは発生す る と予想 さ れる火山活動 であ
る (20) 0

噴火警報 (居住地域) を設定 している学校は, 北海道 ・ 

東北地方2.8% ( 1 校) , 関東甲信地方7.3% ( 3 校) , 北

陸 ・ 東海地方0.0% ( 0 校) , 近畿地方0.0% ( 0 校) , 中

国地方0.0% ( 0 校) , 四国地方0.0% ( 0 校) , 九州 ・ 沖

縄地方10.2% ( 5 校) と なった。

(3) 課題と考察

緊急地震速報 (震度 5 弱以上) 及び緊急地震速報 (震
度 6 弱以上) を設定 し ている学校の割合は 2 割未満にと

どま っ てい る。 津波警報及び大津波警報を設定 し てい る

学校の割合は 1 割 を超え る程度である。 噴火警報 (火口

周辺) 及び噴火警報 (居住地域) を設定し ている学校は

ほと んど存在 し ない状況にあ る。

こ れらのこ と から , 臨時休業基準の対象と する警報と

し て, 地震 ・ 津波 ・ 噴火に関する警報及び特別警報が十

分に捕捉 さ れてい ない設定状況にあ る と いえ , 以下のよ

う な課題を指摘するこ と ができ る。

第一に , 地震に関 し ては, 日本全国の どこ におい て も

発生の可能性があ る。 そのため, 緊急地震速報 (震度 5 
弱以上) 及び緊急地震速報 (震度 6 弱以上) を全ての学

校の臨時休業基準に設定する必要があると いえよ う 。

第二に, 津波に関し ては, 東日本大震災において, 沿

岸から10km 離れた内陸部で も被害が発生 し た。 ま た, 
日本の国土は山地の多 い地形であ り , 可住地面積 2) の

割合は32.9% であるこ と から (2'), 標高 0 ~ 100m の沿岸

地域に 8 割の人口 が集中 し てい る こ と が報告 さ れてい
る (22) o

そのため, 後述する地震 ・ 津波 ・ 噴火に関する警報及

び特別警報の対象地である 「学校所在地」, 「生徒居住地」 , 
「通学途上地」 の沿岸からの距離や標高を考慮し た上で, 
津波警報及び大津波警報を臨時休業基準に設定する必要

がある と いえ よ う 。

第三に, 火山活動に関しては, 2018年 1 月, 気象庁が

「無警戒だった火山」 (23) の本白根山が噴火 し て多数の死

傷者が出る被害が発生 し た。 全国には111 もの活火山が

存在 し てい る も のの, 本白根山は, 重点監視さ れていな

い火山の一つであ っ た。 今回の噴火事例を踏まえ る と , 
日本全国の活火山への警戒が改めて求めら れる。 そこ で, 
津波警報及び大津波警報と同様に, 地震 ・ 津波 ・ 噴火に

関する警報及び特別警報の 「学校所在地」, 「生徒居住地」, 
「通学途上地」 のそれぞれの対象地が火山噴火の場合に

受ける影響の程度を考慮 した上で, 噴火警報 (火口周辺) 
及び噴火警報 (居住地域) を臨時休業基準に設定する必

要がある と いえ よ う 。

生徒が被害 を受け るか否かは, 学校が立地し てい る自

然環境によ っ て大き く 異なる ものの, 東日本大震災によ

る津波や本白根山の噴火のよ う な 「想定外」 と さ れる最

悪の事態に も学校は備え てお く こ と が求めら れる時代に

な っ てい る。 し たがっ て , 各学校は, 臨時休業基準の対

象とす る地震 ・ 津波 ・ 噴火に関す る警報及び特別警報が

学校の位置す る自然環境に適 し た設定と な っ てい るかを

改めて確認す るこ と が求めら れる。 

2 地震 ・ 津波 ・ 噴火に関する警報及び特別警報の対象地

地震 ・ 津波 ・ 噴火に関する警報及び特別警報の対象地

について, 学校の所在市町村 を示す 「学校所在地」 , 生

徒の自宅所在市町村を示す 「生徒居住地」 , 生徒の通学

途上に位置する市町村を示す 「通学途上地」 の項目を設

定し , 臨時休業基準の対象を全て選択する形式と した。

(1) 全体の傾向

表 3 に示すと おり , 全体では, 「学校所在地」 44.6% 
(111校) , 「生徒居住地」 29.3% (73校) , 「通学途上地」

20.1% (50校) となった。

「学校所在地」 に比べて, 「生徒居住地」 及び 「通学

途上地」 は, 地震 ・ 津波 ・ 噴火に関する警報及び特別警

報の対象地と し て重要視 さ れていない実態にあ るこ と が

明 ら かと な っ た。

(2) 各対象地の傾向

① 「学校所在地」

「学校所在地」 を設定 し てい る学校は, 北海道 ・ 束北

地方55.6% (20校) , 関東甲信地方39.0% (16校) , 北陸・ 

東海地方50.0% (18校) , 近畿地方27.8% (10校) , 中国

地方35.5% (11校) , 四国地方50.0% (10校) , 九州 ・ 沖

縄地方53.1% (26校) と なった。

② 「生徒居住地」

「生徒居住地」 を設定 し てい る学校は, 北海道 ・ 束北

地方33.3% (12校) , 関東甲信地方19.5% ( 8 校) , 北陸 ・ 

東海地方41.7% (15校) , 近畿地方19.4% ( 7 校) , 中国

地方22.6% ( 7 校) , 四国地方20.0% ( 4 校) , 九州 ・ 沖

縄地方40.8% (20校) と なった。

③ 「通学途上地」

「通学途上地」 を設定 し てい る学校は, 北海道 ・ 東北

地方25.0% ( 9校) , 関東甲信地方14.6% ( 6校) , 北陸・ 

東海地方25.0% ( 9 校) , 近畿地方13.9% ( 5 校) , 中国

地方16.1% ( 5校) , 四国地方10.0% ( 2 校) , 九州 ・ 沖

縄地方28.6% (14校) と なった。

(3) 課題と考察

地震 ・ 津波 ・ 噴火に関す る警報及び特別警報が, 「学

校所在地」 , 「生徒居住地」 , 「通学途上地」 のいずれにお

いて発表 さ れた場合で も , 生徒の通学に際 し て, 危険の

及ぶ可能性がある。

し かし ながら , 「学校所在地」 に比べ 「生徒居住地」

及び 「通学途上地」 を設定 し てい る学校の割合は低 く

「学校所在地」 を設定 し てい る学校の割合です ら 5 割に

満たない。

こ れらのこ と から , 臨時休業基準の対象 と す る地震 ・ 

津波 ・ 噴火に関する警報及び特別警報の対象地と し て必

要な範囲が十分に捕捉 さ れていない設定状況にあると い

え よ う 。 し たがっ て, どこ で地震 ・ 津波 ・ 噴火の自然災

害が発生 し て も生徒の安全確保の徹底 を図るために, 臨
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地方 学校 生徒 通学
(回答校) 所在地 居住地 途上地

北海道 ・ 東北地方 55. 6% 33. 3% 25. 0%
(36校) 20校 12校 9校

関東甲信地方 39. 0% 19. 5% 14. 6%
(41校) 16校 8校 6校

北陸 ・ 東海地方 50. 0% 41. 7% 25. 0%
(36校) 18校 15校 9校

近畿地方 27. 8% 19. 4% 13. 9%
(36校) 10校 7校 5校

中国地方 35. 5% 22. 6% 16. 1%
(31校) 11校 7校 5校

四国地方 50. 0% 20. 0% 10. 0%
(20校) 10校 4校 2校

九州 ・ 沖縄地方 53. 1% 40. 8% 28. 6%
(49校) 26校 20校 14校

割合 44. 6% 29. 3% 20. 1%
計 111校 73校 50校

時休業基準の対象と する地震 ・ 津波 ・ 噴火に関する警報

及び特別警報の対象地と し て, 「学校所在地」 , 「生徒居

住地」 , 「通学途上地」 の全て を設定するこ と が求めら れ

る。 

m 本研究のまと めと課題

1 本研究のまと め

全国の全日制公立高校を対象と し た臨時休業基準に関

する調査から得 ら れた知見 を整理する と , 地震 ・ 津波 ・ 

噴火の自然災害に関する警報及び特別警報への対応につ

いて次の点 を指摘するこ と ができ る。

第一に, 臨時休業基準の対象とする地震 ・ 津波 ・ 噴火

に関する警報及び特別警報について, 緊急地震速報 (震
度 5 弱以上) 及び緊急地震速報 (震度 6 弱以上) を設定

し ている学校の割合は 2 割未満にと どまる結果と なった。 

津波警報及び大津波警報を設定し ている学校の割合は 1 
割を超える程度であった。 噴火警報 (火口周辺) 及び噴

火警報 (居住地域) を設定し ている学校は, ほと んど存

在 し ない状況にあ っ た。

地方別では, 緊急地震速報 (震度 5 弱以上) 及び緊急

地震速報 (震度 6 弱以上) については, 近畿地方, 中国

地方, 四国地方で相対的に低い割合であっ た。 津波警報

及び大津波警報については, 関東甲信地方, 近畿地方, 
中国地方で相対的に低い割合であった。 噴火警報 (火口

周辺) 及び噴火警報 (居住地域) については, 全ての地

方で低い割合であっ た。

こ れらのこ とから , 臨時休業基準の対象と して, 地震 ・ 

津波 ・ 噴火に関する警報及び特別警報が十分に捕捉 さ れ

てい ない設定状況にあ る。 し たがっ て , 各学校は地震 ・ 

津波 ・ 噴火に関する警報及び特別警報が, 学校の位置す

る自然環境に適 し た設定と な っ てい るか改めて確認す る

こ と が求めら れる。 特に , そ れぞれの地方におい て , 臨

時休業基準が捕捉でき ていない警報について改善が必要

であ る。

第二に, 地震 ・ 津波 ・ 噴火に関する警報及び特別警報

の対象地について, 「学校所在地」 に比べ 「生徒居住地」

及び 「通学途上地」 を設定し てい る学校の割合は低 く , 
「学校所在地」 を設定 し てい る学校の割合です ら 5 割未

満にと どま る結果と な っ た。

地方別では, 「学校所在地」 については, 近畿地方 , 
中国地方で相対的に低い割合であ っ た。 「生徒居住地」

については, 関東甲信地方, 近畿地方で相対的に低い割

合であ っ た。 「通学途上地」 につい ては, 近畿地方, 四

国地方で相対的に低い割合であった。

こ れらのこ と から , 地震 ・ 津波 ・ 噴火に関す る警報及

び特別警報の対象地と し て, 必要な範囲が十分に捕捉 さ

れていない設定状況にある。 生徒の安全確保の徹底 を図

るためには, 地震 ・ 津波 ・ 噴火に関す る警報及び特別警

報の対象地と し て, 「学校所在地」 , 「生徒居住地」 , 「通

学途上地」 の全て を設定す るこ と が求めら れる。 特に, 
臨時休業基準の対象地と し て 「生徒居住地」 , 「通学途上

地」 に対す る捕捉割合の低い地方では早期の改善が必要

であ る。

学校危機管理の実態と し て, 臨時休業基準に地震 ・ 津

波 ・ 噴火に関する警報及び特別警報に関する設定を し て

いない場合, 交通機関の途絶等で登校に支障の出る生徒

を公欠と し て扱う よ う な個別対応が行われてい るこ と も

想定 さ れる。 こ のよ う な事情によ っ て, こ れまで臨時休
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業基準に関わる問題が顕在化 し なかっ たと もいえ よ う 。

しかし ながら , 臨時休業基準に規定し ない中で, 人為

的判断のみに依拠す るこ と は, 意図せずと も誤 っ た判断

と なる可能性や事故が発生し た際に責任の所在が不明確

になる可能性がある。 また, 各学校が一定の範囲で安全

配慮義務 を負 っ てい る事情 を鑑みて も , 地震 ・ 津波 ・ 噴

火に関する警報及び特別警報に関する臨時休業基準の設

定が必要であ ろう 。

以上, 本研究で明 ら かと な っ た結果から , 各学校の設

定する臨時休業基準における生徒の安全確保に関する課

題の存在が明らかと なっ た。 し たがっ て, 各学校は地震 ・ 

津波 ・ 噴火に関する警報及び特別警報並 びに対象地につ

いて, 改めて設定上の問題がないか確認する必要がある。

加えて, 山本 (2015) の 「非常変災 (と り わけ自然災

害) によ る臨時休業の対応が学校毎に異なるこ とは, 保

護者の不信 を招 く 恐れ」 (24) があ る と の指摘 を踏ま え , 
近隣の学校の臨時休業基準と の整合性を保つこ と にも一 

定の注意を払う 必要があ る と考え ら れる。 

2 本研究の課題

本研究の課題を以下に示す。 第一 に, 臨時休業基準の

運用に関し ての質的調査を実施する必要性が考え ら れる。 

臨時休業基準は, 学校別に設定さ れているこ と から , 多

種多様な臨時休業基準が存在し ている。 先進的な臨時休

業基準 を設定 し てい る学校 を調査す るこ と は, よ り 良い

臨時休業基準の在り 方の検討に際し て, 有用な情報が得

ら れる可能性があ る と考え てい る。

第二に, 通学範囲の差異に焦点 をあてた臨時休業基準

の分析の必要性が考え ら れる。 通学範囲の異なる普通高

校と専門高校の特性によ っ ても , 臨時休業基準が異なる

可能性が想定でき る。 そのため, こ れら を考慮 し た分析

を行う こ と も必要であ る と 認識 し てい る。

第三に, 地震 ・ 津波 ・ 噴火の自然災害以外の人為的災

害に関する臨時休業基準について, 調査する必要性が考

え ら れる。 昨今の世界情勢 を鑑みる と , 大陸間弾道 ミ サ

イ ルやテロ な ど, こ れま でには想定 し得なかっ た脅威が

高まり つつあり , こ れらの事象への対応が学校の危機管

理上 も必要にな っ てき てい る と 認識 し てい る。 

注

1 ) 緊急地震速報 (警報) のう ち, 震度 6 弱以上の場合

は, 特別警報 (地震動特別警報) に位置付け ら れて

い る ものの, 気象庁は技術的な問題から , 特別警報

と 通常警報と を区別せず発表し ている。

気象庁ホームページ 「緊急地震速報の種類について」 ,

http://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/shikumi/ 
shousai.html

(最終アクセス2018年 7 月 1 日)
2 ) 可住地面積と は, 「総面積から林野面積と 主要湖沼

面積を差 し引いて算出し たもの」 をいう 。

総務省 『統計局社会生活統計指標』, 2017 
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公立高校の臨時休業基準におけ る自然災害への対応
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